
 

 

 

羽田イノベーションシティにおける区施策活用スペースの

現状について  

 

 

１ 事務ゾーンについて 

（１）大田区産業振興協会のブランチの開設 

名称  大田区産業振興協会 羽田拠点室 

住所  大田区羽田空港 1-1-4 

電話  03-5579-7971 

 

（２）広報等 

  ・ロゴマーク作成 

・WEBサイトオープン 

https://www.pio-ota.jp/haneda/ 

 

 

２ テナントゾーンについて  

・一次募集を経て入居する企業との合意がほぼ整い、入居時期が確定 

2020年 8月～2021年 3月頃にかけて順次入居となる見込み 

・二次募集は、今月中に区ホームページ及び上記サイトで案内を開始 

申し込み期限は設けず、個別審査を経て決定 

羽田空港対策特別委員会 

令和２年７月 21日 

産業経済部 資料 11番 

所管 産業振興課 

 

（ロゴマーク） 


